
み
ま
も
り
タ
グ
と
は

　

市
は
、
認
知
症
の
方
の
徘は

い

徊か
い

時
に
家
族

が
そ
の
位
置
情
報
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

「
み
ま
も
り
タ
グ
」
を
無
償
で
貸
与
し
て

い
ま
す
。
み
ま
も
り
タ
グ
は
、
電
波
を
出

力
す
る
小
型
の
装
置
で
す
。

　

み
ま
も
り
タ
グ
を
所
持
し
た
対
象
者

が
、
み
ま
も
り
タ
グ
ア
プ
リ
︵
無
料
︶
を

イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
人
に
接
近
す
る
と
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
利
用
し

て
、
自
動
的
に
対
象
者
の
位
置
情
報
が
保

存
さ
れ
ま
す
。
保
存
さ
れ
た
位
置
情
報
か

ら
、
対
象
者
が
い
た
場
所
を
絞
り
込
む
こ

と
が
で
き
る
た
め
見
守
り
の
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

対
象
者
１
人
に
つ
き
、
み
ま
も
り
タ
グ

を
１
個
、
無
償
で
貸
与
し
ま
す
。
た
だ
し
、

故
障
・
紛
失
し
た
場
合
は
、
み
ま
も
り
タ

グ
代
︹
２
２
０
０
円
︵
税
抜
き
︶︺
の
負

担
に
な
り
ま
す
。

対　

象

　

市
内
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

○

65
歳
以
上
の
方

○

40
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
認
知
症
の
診

　

こ
の
法
律
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
障
害
の

あ
る
方
も
な
い
方
も
互
い
に
そ
の
人
ら
し

さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
、
共
に
生
き
る
社

会
︵
共
生
社
会
︶
を
つ
く
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
禁
止

　

行
政
機
関
や
事
業
者
は
、
障
害
を
理
由

と
し
て
、
正
当
な
理
由
な
く
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
を
拒
否
し
た
り
、
制
限
し
た
り
、
条

件
を
つ
け
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。

合
理
的
配
慮
の
提
供

　

行
政
機
関
や
事
業
者
は
、
障
害
の
あ
る

方
か
ら
何
ら
か
の
配
慮
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
負
担
に
な
り
す
ぎ
な
い
範
囲
で
、

社
会
の
中
に
あ
る
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。︵
筆
談
、
文

書
の
読
み
上
げ
、
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
な
説

明
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
端
末
の
利
用
な
ど
︶

　ひとり暮らし高齢者などの見守
りを目的とした「大竹市生活見守
りサービス」を実施しています。
　専用チューナーを設置したテレ
ビの電源を入れるだけで、離れて
暮らす家族の携帯電話などへ自動
的にメールが送信されます。
　普段の生活の中で大きな負担を
かけず、さりげなく見守ることが
できます。

利用対象
① 65 歳以上の１人暮らしの方
②おおむね 65 歳以上の２人暮ら

しで、要介護度３以上の方およ
びその方を自宅介護している方

③その他見守りが必要な方
見守り者
①利用者の家族
②利用者に関係する事業者または

地域の方
③その他見守り者として適切な方
助成対象
①ちゅピＣＯＭ光ＴＶ加入時に必

要な初期費用
②月額利用料
※ケーブルテレビ利用料金は自己

負担となります。
申し込み
　ちゅピCOM（9時30分～18時）
☎ 0800-555-2525（フリーダイヤル）

断
を
受
け
て
い
る
方

申
請
者
の
要
件

○

対
象
者
の
親
族

○

対
象
者
の
成
年
後
見
人
な
ど

本
人
負
担

○

み
ま
も
り
タ
グ
の
月
額
利
用
料
︹
１
月

当
た
り
２
０
０
円
︵
税
抜
き
︶︺

○

み
ま
も
り
タ
グ
の
電
池
代
︹
１
年
で
１

個
︺

申
し
込
み

　
地
域
介
護
課　
☎
28
６
２
２
６

イ
ン
ス
ト
ー
ル
ご
協
力
の
お
願
い

　

み
ま
も
り
タ
グ
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー

ル
し
た
人
︵
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
︶
が
多
い
ほ

ど
、
位
置
情
報
の
精
度
が
上
が
り
、
対
象

者
を
発
見
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
。
イ
ン
ス
ト
ー
ル
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
送
信
す
る
位
置
情
報
は
匿
名
で
す
の
で
、

個
人
情
報
が
漏
れ
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

iPhone

アプリのダウンロードはこちらから。

Android

福祉
の

とびら

福祉
の

とびら
No.115No.115

ご存じですか？
障害者差別解消法

問い合わせ
　福祉課　☎59-2146

広
げ
よ
う
！
見
守
り
の
輪

み
ま
も
り
タ
グ
で

認
知
症
の
方
な
ど
を
見
守
り
ま
す
―

問
い
合
わ
せ

　

地
域
介
護
課　

☎
28
６
２
２
６

ひとり暮らしの高齢者など
生活見守りサービス支援事業
問い合わせ
　地域介護課　☎28-6226

　

令
和
５
年
の
全
国
の
自
殺
者
数
は
、

２
万
１
８
０
０
人
を
超
え
、
広
島
県
で
も

依
然
と
し
て
年
間
４
０
０
人
以
上
の
尊
い

命
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
３
月
は
、
就
職
や
転
勤
、
転
居
な

ど
生
活
環
境
が
大
き
く
変
わ
る
時
期
で
あ

り
、
自
殺
者
数
が
多
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
は
、
健
康
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、

就
労
環
境
の
変
化
や
生
活
面
で
の
不
安
な

ど
に
よ
る
心
身
の
不
調
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

面
に
拡
大
し
て
お
り
、
今
後
も
自
殺
リ
ス

ク
の
高
ま
り
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
に
対
し
て
Ｊ
Ｒ
運

賃
割
引
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
割
引
を
受
け
る
た
め
に
は
、
顔
写

真
付
き
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

に
、「
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
等
旅
客
運
賃

減
額
︵
第
一
種
ま
た
は
第
二
種
︶」
の
記

載
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
福
祉
課
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
に
で
き
る

自
殺
予
防
の
た
め
の
行
動

①
気
づ
く　

家
族
や
仲
間
の
変
化
に
気
づ

い
て
、「
眠
れ
て
い
る
？
」「
ど
う
し
た

の
？
」
な
ど
声
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

②
傾
聴
す
る　

本
人
の
気
持
ち
を
尊
重
し

て
耳
を
傾
け
ま
す
。「
大
変
だ
っ
た
ね
」

な
ど
の
言
葉
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

③
つ
な
ぐ　

早
め
に
専
門
機
関
に
相
談
す

る
よ
う
促
し
ま
す
。
相
談
を
受
け
た
側

も
協
力
者
と
連
携
し
ま
し
ょ
う
。

④
見
守
る　

自
然
な
雰
囲
気
で
声
を
か

け
、
優
し
く
寄
り
添
い
な
が
ら
、
あ
せ

ら
ず
温
か
く
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

（１）手帳を所持している方が一人で利用する場合
※片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限る

対象者対象者 対象となる乗車券対象となる乗車券 割引率割引率
・第一種精神障害者の方
・第二種精神障害者の方 ・普通乗車券 ５割

（２）介護者（１人）と一緒に利用する場合
対象者対象者 対象となる乗車券対象となる乗車券 割引率割引率

・ 第一種精神障害者の方と
　その介護者

・普通乗車券・回数乗車券
・普通急行券・定期乗車券
　（小児定期乗車券を除く）

５割

・ 12 歳未満の第二種精神障害
者の方と介護者の方

・定期乗車券
　（小児定期乗車券を除く） ５割

※具体的な割引内容については、サービスを提供する旅客鉄道株式会社に、直
接問い合わせてください。

障害等級と割引の種別

障害等級 割引の種別

１級 第一種

２級・３級 第二種

こころのサインチェック
□よく眠れない
□食欲がない
□体調不良が続く
□集中力がなくなる
□表情が暗くぼんやりしている
□意欲や興味が減退する
□遅刻・欠勤が続く
□周囲との交流を避ける
□飲酒量が増える　など

気軽に相談を
　悩みを抱えきれないと感じたら、ため
らわずに専門家に相談しましょう。悩み
の原因はさまざまです。
　深刻なケースは個人の力で解決するこ
とが難しく、適切なサポートが必要です。
相談窓口（電話・SNS）などは、
厚生労働省のサイト「まもろう
よ　こころ」をご覧ください。
市では、保健師が相談を受けています。
また、市ホームページ「こころの健康」
として相談窓口などを掲載しています。
福祉課　☎ 59-2146　（平日 8
時 30 分～ 17 時 15 分・年末
年始を除く）

顔
写
真
付
き
手
帳
を
お
持
ち
の
方

　
「
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
等
旅
客
運
賃
減

額
︵
第
一
種
ま
た
は
第
二
種
︶」
の
ス
タ

ン
プ
を
押
し
ま
す
の
で
、
手
帳
を
持
参
し

て
福
祉
課
へ
。

顔
写
真
付
き
の
手
帳
を
希
望
す
る
方

　

手
帳
の
再
交
付
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
手
帳
と
写
真
１
枚
︵
縦
４
㎝
横
３
㎝
︶

を
持
参
し
て
福
祉
課
へ
。
手
帳
の
発
行
ま

で
に
約
２
カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

【
割
引
内
容
】

３
月
は「
自
殺
対
策
強
化
月
間
」

―
生
活
環
境
の
変
化
も
自
殺
の
要
因
―

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
６

問い合わせ　福祉課　☎59-2146

精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方のＪＲ運賃の割引
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国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
と
市
県

民
税
の
申
告
で
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
は
令
和
６
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
で
す
。
配
偶

者
や
子
ど
も
の
保
険
料
も
納
付
し
て
い
る

場
合
は
、
そ
れ
ら
も
併
せ
て
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
に

は
、「
社
会
保
険
料
︵
国
民
年
金
保
険
料
︶

控
除
証
明
書
」︵
以
下
「
控
除
証
明
書
」︶

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

「
控
除
証
明
書
」
の
送
付
時
期

　

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

方
に
は
、
令
和
６
年
11
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
て
い
ま
す
。
令
和
６
年
10
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
方
に

は
、
令
和
７
年
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
控
除
証
明
書
」
が
手
元
に
な
い
と
き

　

再
発
行
が
必
要
な
方
は
「
ね
ん
き
ん
加

「ひろしま環境の日」一斉行動
毎月第一土曜日は「ひろしま環境の日」です。

環境整備課 ☎59-2154
家庭で、職場で、できることからはじめましょう。

3月のテーマ3月のテーマ
やってみよう
　省エネ生活！
～電化製品は主電源を切り、
　待機電力を減らそう～

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」
ま
た
は
年
金
事
務
所
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た

と
き
の
領
収
書
が
あ
れ
ば
、
原
本
を
添
付

す
る
こ
と
で
「
控
除
証
明
書
」
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

電
子
デ
ー
タ
で
の
交
付

　
「
控
除
証
明
書
」
は
、
電
子
デ
ー
タ
で

の
交
付
も
行
っ
て
お
り
、
デ
ー
タ
を
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
簡
単

に
確
定
申
告
や
年
末
調
整
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

電
子
デ
ー
タ
で
の
交
付
を
希
望
す
る
方

は
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
か
ら
再
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
は
「
広
島
県
・
市
町
電
子
申
請
シ
ス

テ
ム
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ

ス
」
に
よ
り
、
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
ま
す
。

【
申
請
件
数
の
多
か
っ
た
主
な
手
続
き
】

「
広
島
県
・
市
町
電
子
申
請
シ
ス
テ
ム
サ
ー

ビ
ス
」

○

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
・
障
害
児
支
援

利
用
計
画
等
の
提
出
に
つ
い
て
○
自
衛
消

防
訓
練
通
知
書
○
建
物
そ
の
他
の
工
作
物

新
築
届
○
広
報
お
お
た
け
「
は
じ
め
ま
し

て
」
コ
ー
ナ
ー
応
募

「
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ
ス
」

○

転
出
届
○
防
火・防
災
管
理
者
選
任
︵
解

任
︶
届
出
○
児
童
手
当
の
現
況
届

　

各
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ク
セ
ス
方

法
や
手
続
き
一
覧
は
、
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

（
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話

の
方
は
、
０
３-

６
６
３
０-

２
５
２
５
）

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　令和４年度発行のトレーニングルーム利用証は、３月末
で有効期限が切れます。黄色のカードを利用している方は、
窓口で更新手続きをお願いします。
更新受け付け
　３月１日㈯から随時、総合市民会館総合受付で受け付け
ます。３月中に更新手続きを終えた方には、新しいカード
を４月初旬ごろに発行します。※平成 26 年度に発行され
た利用証を持っている方は、更新手続きをしないと失効と
なり、再講習が必要となります。

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし

年金
の

はなし
№341№341

確
定
申
告
に
は

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
添
付
を
―

問
い
合
わ
せ

　

広
島
西
年
金
事
務
所　

☎ 

０
８
２-

５
３
５-

１
５
０
５

　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１

トレーニングルーム利用証の更新を
問い合わせ　生涯学習課　☎53-6677

パソコン・スマホで
24時間申請できる
電子申請サービス

問い合わせ
　企画財政課　☎28-0074

　

新
し
い
事
業
系
ご
み
処
理
手
数
料
は
、

令
和
７
年
４
月
以
降
に
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
へ
持
ち
込
ま
れ
る
事
業
系
ご
み
か
ら

該
当
と
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

現
行
料
金
（
令
和
７
年
３
月
ま
で
）

10
㎏
当
た
り　

１
０
０
円

◀

改
定
料
金
（
令
和
７
年
４
月
以
降
）

10
㎏
当
た
り　

１
５
０
円

　

分
別
の
徹
底
は
、
引
き
続
き
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

収
集
・
運
搬
・
処
理
を
委
託
ま
た
は
依
頼

し
て
い
る
方
は
契
約
内
容
の
確
認
を

　

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
許
可
業
者
に
事

業
系
ご
み
の
収
集
・
運
搬
・
処
理
を
委
託

し
て
い
る
事
業
者
の
皆
さ
ん
、
ま
た
家
庭

ご
み
で
も
同
様
の
依
頼
を
し
て
い
る
方

は
、
こ
の
た
び
の
改
定
に
よ
り
、
そ
の
契

約
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ

れ
ま
す
。
許
可
業
者
へ
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

　

乳
幼
児
や
寝
た
き
り
の
方
な
ど
が
い
る

世
帯
で
、
お
む
つ
を
使
用
す
る
た
め
「
も

や
す
ご
み
」
の
減
量
が
難
し
い
世
帯
や
、

所
得
が
低
い
た
め
経
済
的
な
負
担
が
大
き

い
世
帯
に
対
し
て
、
毎
年
、「
も
や
す
ご

み
専
用
指
定
ご
み
袋
」
を
無
償
で
配
布
し

て
い
ま
す
。

【
乳
幼
児
の
い
る
世
帯
】

対　

象

　
２
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
い
る
世
帯

※
満
２
歳
に
な
る
誕
生
月
の
前
月
ま
で
が

配
布
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

配
布
数　

も
や
す
ご
み
専
用
指
定
ご
み
袋

︵
中
サ
イ
ズ
︶
を
、年
間
10
袋
︵
１
０
０
枚
︶

を
上
限
に
配
布

【
常
時
、
お
む
つ
の
使
用
が

必
要
な
方
の
い
る
世
帯
】

対　

象

　

医
師
か
ら
常
時
お
む
つ
の
使
用
が
必
要

で
あ
る
と
診
断
を
受
け
た
在
宅
の
高
齢
者

や
障
害
の
あ
る
方
の
い
る
世
帯

配
布
数　

も
や
す
ご
み
専
用
指
定
ご
み
袋

︵
中
サ
イ
ズ
︶
を
、年
間
10
袋
︵
１
０
０
枚
︶

を
上
限
に
配
布

添
付
書
類

　

常
時
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
医
師
の
診
断
書

せ
ん
定
枝
の
受
け
入
れ
日
変
更

問
い
合
わ
せ

　

環
境
整
備
課
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
５
１
０
１

　
３
月
の
第
３
木
曜
日
は
祝
日
の
た
め
、
せ

ん
定
枝
の
受
け
入
れ
日
を
21
日
㈮
に
変
更
し

ま
す
。

リサイクル
センター処理

依頼
持ち
込み

持ち込み

ご
み
排
出
事
業
者

許
可
業
者 ご

み
処
理
手
数
料

こ
こ
を

改
定
し
ま
す

※
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
医
師

の
診
断
書
が
不
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
所
得
の
低
い
世
帯
】

対　

象　

住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
、
ま

た
は
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

配
布
数　

も
や
す
ご
み
専
用
指
定
ご
み
袋

︵
中
サ
イ
ズ
︶
を
、
年
間
３
袋
︵
30
枚
︶
を

上
限
に
配
布

申
し
込
み　

環
境
整
備
課
、
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー
、
各
支
所
、
大
竹
木
野
郵
便
局
、

阿
多
田
島
郵
便
局
に
備
え
付
け
の
申
請

書
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

の
方
は
、
福
祉
課
に
申
請
書
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
請
は
、
年
度
（
４
月
〜
翌
年
３
月
）

ご
と
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
み
袋
は
、
申
請
日
に
応
じ
て

配
布
し
ま
す
の
で
、
申
請
が
遅
れ
た
場
合

は
、
配
布
数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

配
布
方
法　

該
当
者
に
、「
指
定
ご
み
袋

引
換
券
」
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
送
付
文

に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
所
で
、
も
や
す
ご

み
専
用
指
定
ご
み
袋
︵
中
サ
イ
ズ
︶
と
引

き
換
え
て
く
だ
さ
い
。

No.
80

も
や
す
ご
み
専
用
指
定
ご
み
袋
を
無
償
配
布

問
い
合
わ
せ　

環
境
整
備
課
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー　

☎
52
５
１
０
１

問い合わせ
　環境整備課リサイクルセンター　☎52-5101

事業系ごみ処理手数料を
４月から改定します―
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令
和
７
年
度
か
ら
11
年
度
ま
で
の
ま
ち

づ
く
り
の
方
向
性
を
示
す
基
本
計
画
と
子

育
て
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る
た
め
の
事

業
計
画
へ
の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

資
料
公
表
場
所

　

市
役
所
２
階
︵
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
︶、

各
支
所

提
出
方
法

　

意
見
記
入
用
紙
に
記
入
の
上
、
持
参
、

郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
電
子
メ
ー
ル
で
提
出

︵
電
話
で
の
受
け
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
︶。

※
詳
し
く
は
、
資
料
公
表
場
所
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

期
間
中
に
行
う
行
事
（
予
定
）

○

火
災
予
防
広
報

　

 　
の
ぼ
り
の
設
置
、
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
、

防
火
訪
問
︵
一
般
住
宅
︶
な
ど

○

立
ち
入
り
検
査

　

 　

対
象
は
、
市
内
の
多
く
の
人
が
出
入

り
す
る
建
物
︵
一
般
住
宅
を
除
く
︶
や

危
険
物
を
取
り
扱
う
会
社
な
ど

○

消
防
署
消
防
団
合
同
訓
練

と　

き　
３
月
２
日
㈰
８
時
か
ら

と 

こ
ろ　

玖
波
・
大
人
原
新
つ
が
の
橋
~

大
迫
~
西
山
林
道
︵
谷
和
線
︶
付
近

　

林
野
火
災
を
想
定
し
た
消
防
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。

　

付
近
住
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
通
行
や
ポ

ン
プ
の
騒
音
な
ど
で
、
ご
迷
惑
を
か
け
ま

す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

４つの習慣
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６つの対策
① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装

置の付いた機器を使用する。
② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点

検し、10 年を目安に交換する。
③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類

やカーテンは、防炎品を使用する。
④ 火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使

い方を確認しておく。
⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常

に確保し、備えておく。
⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみ

の防火対策を行う。

いのちを守る10のポイント
（４つの習慣・６つの対策）

１月12日　出初式で消防団の一斉放水

3月5日㊌まで
パブリックコメント実施中

「第２期大竹市まちづくり基本計画等
　　　　　　　　　　　（基本計画）」
　問い合わせ　企画財政課　☎59-2125

「第３期大竹市子ども・子育て支援事業計画
　　　　　　　　　　　（事業計画）」
　問い合わせ　福祉課　☎59-2148

住 宅 防 火

国

季
全

春

火
災
予
防
運
動

令
和
７
年

３
月
１
日
㊏
▼

７
日
㊎

全
国
統
一
標
語

守
り
た
い
未
来
が
あ
る
か
ら
火
の
用
心

問
い
合
わ
せ　

消
防
本
部
・
署　

☎
54
０
１
１
９

意見募集

「
原
状
回
復
」
と
は

　

賃
貸
借
契
約
の
「
原
状
回
復
」
と
は
、

借
り
主
の
故
意
・
過
失
に
よ
っ
て
賃
貸
住

宅
に
生
じ
た
キ
ズ
や
汚
れ
︵
損
傷
︶
な
ど
、

ま
た
、
借
り
主
が
通
常
の
使
用
方
法
と
は

言
え
な
い
よ
う
な
使
い
方
を
し
た
こ
と
で

生
じ
た
損
傷
な
ど
を
元
に
戻
す
こ
と
を
い

い
ま
す
。
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
時
、

借
り
主
は
賃
貸
住
宅
の
原
状
回
復
を
行
う

義
務
を
負
い
ま
す
。
し
か
し
、
借
り
主
の

責
任
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
損
傷
な
ど

や
、普
通
に
使
っ
て
い
て
生
じ
た
損
耗
︵
通

常
損
耗
︶、
年
月
の
経
過
に
よ
る
損
耗
・

毀き

損そ
ん

︵
経
年
変
化
︶
に
つ
い
て
は
、
原
状

回
復
を
行
う
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
事
例
】

①
敷
金
礼
金
不
要
の
ア
パ
ー
ト
を
退
去
し

た
ら
、
契
約
書
の
記
載
と
異
な
る
エ
ア

コ
ン
清
掃
代
や
入
居
前
か
ら
あ
っ
た
フ

ロ
ー
リ
ン
グ
の
キ
ズ
の
修
繕
費
用
ま
で

請
求
さ
れ
た
。︵
30
代
、
男
性
︶

②
ア
パ
ー
ト
を
退
去
し
た
際
、
自
分
で
は

通
常
損
耗
だ
と
思
う
箇
所
の
修
繕
費
用

や
、
契
約
書
に
記
載
の
な
い
費
用
を
請

求
さ
れ
た
。︵
40
代
、
女
性
︶

③
20
年
以
上
住
ん
だ
マ
ン
シ
ョ
ン
を
退
去

し
た
際
、
入
居
時
か
ら
付
い
て
い
た
キ

ズ
に
つ
い
て
「
最
近
付
い
た
も
の
だ
」

と
し
て
修
繕
費
用
を
請
求
さ
れ
た
。︵
60

代
、
女
性
︶

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
契
約
す
る
前
に
、
契
約
内
容
の
説
明
を

よ
く
聞
き
、
契
約
書
類
の
記
載
内
容
や

特
約
な
ど
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
土
交
通
省
が
示
し
て
い
る
賃
貸
借
契

約
書
の
ひ
な
形
で
あ
る
「
賃
貸
住
宅
標
準

契
約
書
」
や
、
貸
し
主
と
借
り
主
の
ど
ち

ら
が
原
状
回
復
費
用
を
負
担
す
べ
き
か
に

つ
い
て
一
定
の
基
準
を
示
し
た
「
原
状
回

復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
契
約
書
類
を
見
比
べ
て
、
違
っ
て

い
る
箇
所
は
よ
く
読
ん
で
お
き
ま
し
ょ

う
。

②
入
居
す
る
と
き
に
は
、
賃
貸
住
宅
の
現

在
の
状
態
を
よ
く
確
認
し
、
記
録
に
残

し
ま
し
ょ
う
。

　

入
居
す
る
と
き
に
は
、
賃
貸
住
宅
に
キ

ズ
や
汚
れ
な
ど
が
な
い
か
、
エ
ア
コ
ン
な

ど
備
え
付
け
の
設
備
が
き
ち
ん
と
動
作
す

る
か
な
ど
、
で
き
る
限
り
貸
し
主
側
と
一

緒
に
、
写
真
を
撮
っ
た
り
メ
モ
を
取
っ
た

り
し
な
が
ら
、
住
宅
の
現
在
の
状
況
を

し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

※
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
に
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
の
ひ
な
型
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
入
居
中
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら
、

す
ぐ
に
貸
し
主
側
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　

賃
貸
住
宅
の
使
用
の
た
め
に
必
要
な
修

繕
は
、
原
則
と
し
て
貸
し
主
に
修
繕
の
義

務
が
あ
り
ま
す
。
貸
し
主
側
に
無
断
で
修

繕
を
行
う
と
、
退
去
時
の
精
算
の
際
に
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
窓
際
の
結
露
を
放
置
し
て
カ
ビ
な
ど

を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
退
去
時
に
清

掃
費
用
を
請
求
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た

め
、
貸
し
主
側
に
状
況
を
報
告
し
た
上
で
、

適
切
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。
賃
貸
住
宅
は

あ
く
ま
で
借
り
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
意
識
し
、
日
頃
か
ら
で
き
る
だ
け
き
れ

い
に
使
う
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

④
退
去
時
に
は
、
精
算
内
容
を
よ
く
確
認

し
、
納
得
で
き
な
い
点
は
貸
し
主
側
に

説
明
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

　
退
去
す
る
と
き
は
、
入
居
時
と
同
様
に
、

で
き
る
限
り
貸
し
主
と
一
緒
に
、
写
真
を

撮
っ
た
り
メ
モ
を
取
っ
た
り
し
て
記
録
に

残
し
な
が
ら
、
賃
貸
住
宅
の
現
状
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。
貸
し
主
側
に
よ
る
精
算
の

結
果
、
納
得
で
き
な
い
費
用
を
請
求
さ
れ

た
場
合
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ
て

い
る
基
準
を
参
考
に
、
貸
し
主
側
に
説
明

を
求
め
、
費
用
負
担
に
つ
い
て
話
し
合
い

ま
し
ょ
う
。

⑤
納
得
で
き
な
い
場
合
や
ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
た
場
合
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な

ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

︵
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
報
道
発
表
資
料
令

和
５
年
２
月
１
日
よ
り
︶

消費者
シリーズ
消費者
シリーズ
No.286No.286

住み始める時から、
「いつか出ていく時」に備えておこう
―賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意―

問い合わせ　◆市消費生活センター（産業振興課内）　☎57-3236
　　　　　　　【相談日】火・金曜日（祝日・年末年始を除く）9時～12時・13時～16時
　　　　　　◆消費者ホットライン　☎188（泣き寝入りイヤヤ）

賃貸借契約は長期にわた
ることも多く、賃貸住宅
のキズや汚れなどを借り
主と貸し主のどちらが修
繕しなければならないの
か、はっきりせずトラブル
になることがあります。
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